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株式会社大阪証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ 

 

 

当社は、株式会社大阪証券取引所から平成 22 年６月 30 日付で JASDAQ 等における有価証券上

場規程の特例第 15 条の８第２項の規定に基づき、当社が平成 21 年３月 23 日に提出した「改善報告

書」及び平成 21 年９月 24 日、平成 22 年３月 16 日に提出した「改善状況報告書」に記載した改善措

置の実施状況、運用状況、改善措置未実施理由と実施に向けての改善策及び効果を記載した「改善

状況報告書」を、本日、別紙のとおり株式会社大阪証券取引所へ提出いたしましたので、お知らせい

たします。 
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１．決算短信等及び有価証券報告書等の訂正に至る経緯及び決算内容の訂正内容・理由 

(1) 不適切な会計処理が判明した経緯 

当社は平成 16 年３月期からプラスチック機械（インフレーションフィルム成形機、ブロー成形機）及び

リサイクル装置のうち、標準機械（小型機、汎用機）についてそれ以前の出荷基準による売上計上方法

から検収基準による売上計上方法に変更いたしました。その目的は標準機械とはいえ大型化、高機能

化、複雑化する当社商品の出荷から検収までの期間が長期化する傾向が恒常化し、売上を計上したの

ちに、追加的費用が多く発生していたことから、当社の各会計年度における売上高、利益の正確性を

高めることでした。この売上計上方法の変更により当社商品の全ての売上計上（ただし、300 万円以上

の商品に限定）は検収基準といたしました。 

当社では、平成 20 年３月期にそれまで当社の会計監査人であった清新監査法人が任期満了を迎え

たことから、平成 21 年３月期から監査法人ブレインワークを会計監査人として選任いたしました。 

監査法人ブレインワークによる平成 21 年３月期第一四半期レビューに際し、平成 20 年３月期に売上

計上を行っていた取引に係る追加的な部品手配または現場作業あるいは返品手続きなどが発生したた

め、監査法人ブレインワークから「当社の売上計上基準から勘案すると、検収基準を完了していた取引

に後日になって何故、追加的な部品手配、現場作業、または返品等が発生するのか理解しづらい。検

収書を受領しているのは確認できるが、一部の取引は形だけの検収書になっている可能性があると思

われる。そうであれば売上計上時期が早期に過ぎるので、平成 20 年３月期の売上計上分を見直しても

らいたい」との指摘を受けました。 

そこで当社は、形だけの検収書が存在するかどうかの調査を開始することにいたしました。調査は、

社内の経理処理に精通した社内の者のみで組織した社内調査チームによる社内調査と第三者調査委

員会により組織した第三者調査に分けて実施いたしました。 

社内調査と第三者調査チームの発足については、平成 20 年８月 25 日の取締役会で承認されまし

た。 

社内調査チームのメンバーは、専務取締役秦範男、管理購買本部長、事務部長の３名といたしまし

た。専務取締役は管理部門（経理部門を含む）全般の統括をしており、管理購買本部長は、当社にお

ける商品の生産全般を担当し、事務部長は経理全般を担当していることから、この３名を選任いたしまし

た。第三者調査委員会のメンバーは当社と特別の利害関係を持たない小沢剛司弁護士と間嶋順一税

理士を選任いたしました。 

社内調査チームは、平成 16 年３月期から平成 20 年３月期までの全ての売上の確認を行ったものの、

第三者調査チームは平成 21 年３月期第一四半期のみの売上の調査を行っておりました。この作業分

担は調査範囲が複数年に亘り作業量が膨大であることから全般的な調査は社内の会計処理に精通し

たものが行い、調査に客観性を持たせるための第三者の調査は、直近の売上に関して調査を行ったほ

うが効率的であるという判断から行ったものであります。 

社内調査チームは平成 16 年３月期から平成 20 年３月期までの会計処理については、平成 20 年３

月期まで当社の会計監査人であった清新監査法人に対して監査を依頼し社内調査を進めることといた

しました。 

なお、社内調査及び第三者調査は、平成 20 年９月 26 日に終了したものの、平成 16 年３月期から平

成 20 年３月期までの調査については社内調査のみであり、客観性が確保されていないことから、当社

は平成 20 年 10 月 17 日改めて第三者調査委員会を組織し、平成 16 年３月期から平成 20 年３月期ま

での売上に関する調査を依頼することといたしました。 
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当該調査は、平成 20 年 11 月 21 日に終了いたしました。 

 

(2) 決算短信等及び有価証券報告書等の訂正に係る開示状況 

上記のとおり、平成 21 年３月期から会計監査人に選任した監査法人ブレインワークから、過年度の売

上計上時期の適正性に疑義を呈され、当社は、過年度の売上計上時期の適正性について確認を行う

こととなったため、平成 21 年３月期第一四半期報告書を金融商品取引法に基づく法定提出期限である

平成 20 年８月 14 日までに関東財務局長に提出できない見込になったため、平成 20 年８月 12 日付で

「平成 21 年３月期四半期報告書遅延に関するお知らせ」を開示しました。 

その後、平成 21 年３月期第一四半期報告書を平成 20 年９月５日までに提出できる見込みとなったこ

とから、平成 20 年８月 21 日付で「平成 21 年３月期四半期報告書提出予定日に関するお知らせ」を開

示しました。 

その間、平成 20 年３月期まで会計監査人であった清新監査法人と平成 21 年３月期から会計監査人

となった監査法人ブレインワークが売上計上時期の適正化に向けて二社間で協議を続けました。監査

法人ブレインワークの主張は、検収基準に基づく売上高の正確性、客観性を高めるためには、入手す

る検収書は当社商品の代金回収に直結すべきであるが、当社が顧客との関係で習慣的に入手してい

る検収書は、入金を担保するものになっておらず、これでは代金回収リスクによる引当金を計上するな

どの保全手段が必要になるとの見解でありました。 

清新監査法人は当初、売上計上に必要な証憑のなかでも、特に重要と思われる顧客が発行した検

収書が揃っている以上、売上計上すべきとの主張でしたが、基本的に代金回収が約定より大幅に遅れ

ているものは、当社の決算内容の透明性、正確性から考えると、見直す必要があると当社は考えるよう

になりました。その結果、当社は検収書の入手について根本的に考え直すべきであるとの監査法人ブ

レインワークの考え方を採用することにしました。そのため、当社は平成 16 年３月期から平成 20 年３月

期までの売上高、利益等の経営指標の適正化のために売上計上時期を以下の基準に則り、見直しまし

た。 

また、当該過年度四期分の会計監査を当該期間においての会計監査人であった清新監査法人に依

頼しました。 

 

過年度の売上計上時期の見直し内容 

見直し前：契約時あるいは契約先である顧客との個別事情を考慮して、顧客と当社の総合的判

断にて検収書を受領することにより売上計上時期とした。 

見直し後：検収書の受領時期に加えて、商品代金の受領日が契約書、または注文書の約定どお

りであるとき、または許容できるときを売上時期とした。 

 

これを受けて、当社は、売上計上時期の変更に至る経緯及び売上計上時期の見直し内容等につい

て平成 20 年８月 29 日付で「売上計上基準の変更及び過年度決算短信等の訂正について」を開示しま

した。併せて、同日付で平成 21 年３月期第一四半期報告書の提出予定日を平成 20 年９月５日とする

旨について「平成 21 年３月期四半期報告書提出予定日に関するお知らせ（第２報）」を開示しました。 

その後、当社は、売上計上時期の見直しをすべき決算期が平成 16 年３月期の１期分不足していたこ

とが判明した旨、平成 20 年９月２日付で『（追加）「売上計上基準の変更及び過年度決算短信等の訂正

について」の一部追加に関するお知らせ』にて開示しました。 
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さらに、当社は、上記の過年度の売上計上時期の見直し作業に想定以上の時間を費やしたため平

成 21 年３月期第一四半期報告書提出予定日を平成 21 年９月 28 日までとする旨を、平成 20 年９月４

日付「平成 21 年３月期四半期報告書提出予定日に関するお知らせ（第３報）」にて開示しました。 

その後、過年度の売上計上の見直しが終了するとともに清新監査法人の過年度の会計監査が終了

し、監査法人ブレインワークによる平成 21 年３月期第一四半期レビューが終了したことから、平成 20 年

９月 26 日に過年度の有価証券報告書等の訂正報告書並びに平成 21 年３月期第一四半期報告書を関

東財務局長へ提出いたしました。訂正後の連結財務諸表及び財務諸表については清新監査法人から、

また、平成 21 年３月期第一四半期報告書の四半期財務諸表については監査法人ブレインワークから、

それぞれ監査報告書及び四半期レビュー報告書を受領し、何れも、無限定適正意見、または無限定の

結論をいただいております。 

また、当社は、同日に社内調査報告の結果及び過年度決算修正の概要について「過年度決算短信

等の修正に関するお知らせ」を、過年度有価証券報告書等の修正に伴い平成 20 年３月期決算短信に

おいて継続企業の前提に関する事項を注記することとした旨「継続企業の前提に関する事項の注記に

ついてのお知らせ」にて開示しました。 

 

(3) 売上計上時期の見直しを行った取引について 

調査の結果、検収書を受領しているものの、売上計上時期が早期に過ぎると判断した取引は以下の

二つに分類されます。 

A)  顧客への納入は決算期日以前であり、検収書を受領していたことから、当期中に売上を計上した

ものの、機械等の基本的性能、品質等に関する重要な改良、または工事が発生し、その解決が翌

期にずれ込み、代金の回収も翌期になったもの。 

B)  当社内における顧客立会テストでは、機械等の基本的性能、品質に問題がなかったため、検収

書を受領し当期中に売上を計上したものの、商品の納入前に当社が実施した改良、工事等に日時

を要し、出荷日が翌期になり代金の回収も翌期になったもの。 

 

(4) 不適切な会計処理の内容 

本件、不適切な会計処理の内容は、経営陣を含む全従業員による全社的な会計に対する理解不足

が要因となり、販売先から検収書を入手しさえすれば売上計上ができると安易に考え形式的に検収書

を受領したことにより、売上計上時期が早期に過ぎたものであります。 

当社は売上目標を第一の達成条件と考え経営陣を始め全従業員は各決算期末（９月及び３月）に間

に合うように検収基準による売上に必要とされる証憑等を取引先に対して催促し、証憑等を受領したと

ころで、売上の計上を行っておりました。これにより本来であれば翌期に計上すべき売上まで検収書を

受領し当期に売上計上をしておりました。 

当社は、過年度に亘り、検収書の受領方法、受領時期について特段の定めなく行っていたことから、

社内調査チームは、個別取引毎に前会計監査人であった清新監査法人及び現会計監査人である監

査法人ブレインワークの指摘･検証等をいただきながら、平成 15 年９月期から平成 20 年３月期における

取引について売上計上時期の適正性の調査を行ないました。 

社内調査チームが不適正と判断した売上は、全調査対象期間における各決算期の末月に売上計上

した取引の中の一部の取引が不適正であったものであり、具体的には、翌期以降に売上計上すべき取

引であった、これらの売上を各決算期（３月または９月）の末月において計上したものであります。 
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(5) 過年度決算短信等及び過年度有価証券報告書等の訂正 

当社は上記１.(1)に記載のとおり、平成20年９月26日に不適切な会計処理の内容につき全容を公表

したうえで、平成 16 年３月期から平成 20 年３月期に係る過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を

提出いたしました。 

なお、不適切な会計処理に伴い、平成 16 年３月期から平成 20 年 3 月期までのたな卸資産の残高を

訂正いたしました。また、平成 20 年３月期に係る有価証券報告書の訂正報告書に「継続企業の前提に

重要な疑義を抱かせる事象または状況」を付記いたしました。 

 

(6) 過年度決算の訂正が投資者及び証券市場に与えた影響について 

当社が公表した、過年度の有価証券報告書等の訂正内容は一部の決算期において投資者の投資

判断の最も基礎となるべき重要な財務指標の一つである経常利益及び当期純利益の金額がマイナス

に転じるものであり、投資者の投資判断を誤らせる可能性があったと考えております。 

また、投資者の投資判断に影響を与える有価証券報告書等及び決算短信等の内容が、過年度の不

適切な会計処理により、ゆがめられていたことは、株主、投資者並びに関係者に多大なるご迷惑をお掛

けし、証券市場の信頼を損ねる結果になったことを真摯に受け止め反省しております。さらに当社は、

本件不適切な会計処理に関する有価証券報告書等の虚偽記載に対して、平成 21 年２月 17 日付で金

融庁より課徴金納付命令を受けており証券市場への不信感を生み、その信頼性を著しく損なう結果を

招いたと認識しております。深くお詫び申し上げます。 

 

２．原因分析 

2.1 不適切な会計処理を行ってきた原因 

(1) 不適正な売上計上を行った経緯 

当社では、平成 15 年９月期から全ての商品（ただし、300 万円以上の商品に限定）の売上計上

基準を検収基準に改めました。 

しかし、当社の代表取締役会長兼社長である高寺茂覚は、平成 16 年３月期から平成 20 年３月

期に至るまで検収書を受領すれば売上計上できるものと安易に考えておりました。そのため、各事

業年度の末日が近づくと、当該事業年度の売上を少しでも上げようと、専務取締役である秦範男

以下の役員や担当本部長に対して顧客からの検収書受領を少しでも早めるため機械の納入、検

収を早く行なう旨、指示をいたしました。 

当社の代表取締役会長兼社長は検収基準についての正確な理解をしていなかったため検収

書の受領を早めるように指示をいたしましたが、指示を受けた専務取締役を始め担当役員及び担

当本部長も、同様に検収基準について正確な理解をしていなかったため、代表取締役会長兼社

長の指示に何ら疑問を持たず、部下である社員に対して検収書の受領を早く行なうよう指示をいた

しました。指示を受けた社員も検収基準について正確な理解をしていた者はおりませんでした。 

代表取締役会長兼社長は、上場会社の代表者でありながら、売上計上の基本的な事項につい

て、正確な理解をしておりませんでした。 

管理部門（経理部）の担当役員である専務取締役も代表取締役会長兼社長と同様に、売上計

上の基本的な事項について、正確な理解をしておりませんでした。 

決算作業及び情報開示を担当する経理部員も、代表取締役会長兼社長及び専務取締役の指
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示に疑問を持つことなく、決算集計業務及び情報開示業務を遂行しておりました。 

営業担当取締役、各担当本部長及びその他社員についても代表取締役会長兼社長の指示に

従い、検収書を早く受領できるよう取引先に対して検収書の早期提出を依頼しておりました。 

 

(2) 本件不適切な会計処理の関与者 

当社は、全社的に、会計に対する認識が低かったことから、今回訂正を行った過去の会計処理

に関して、販売先から検収書を受領したので売上を計上したと認識しており、ことさら不適切な会

計処理を行おうと認識してはおりませんでした。 

 

2.2 不適切な会計処理を防止できなかった原因 

(1) 会計に関する基本的認識の全社的な欠如 

当社は、従業員が 85 名（平成 21 年３月 13 日現在）と小規模の上場会社であり経営管理組織も

会社の規模に見合った小規模のものであります。経理処理は、全て経理部で行なっており経理部

長を含め４名体制であります。 

このような経営管理組織の中で当社代表者である代表取締役会長兼社長、当社の管理部門の

担当役員である専務取締役及び経理部４名の何れもが検収基準に対する正確な理解をしており

ませんでした。 

当社の代表取締役会長兼社長及び専務取締役は、経営管理に忙殺され、個別の会計処理に

まで意を配ることができていませんでした。また、売上計上基準について変更が行なわれた際も

｢売上計上時点が、検収書の受領時点に変わった｣ことのみに着目し、適正な会計処理を遂行する

意識はありませんでした。 

当社の経理部では、平成 20 年３月期まで経理処理に関する研修等を行ったこと、または受講し

たこともなく、売上計上基準の変更が行われた平成 16 年３月期になっても、出納、記帳及び決算

集計を日々、事務的に処理するのみで、主体的に会計処理の適正性について確認を行うことはあ

りませんでした。 

当社の経理部以外の社員は、代表取締役会長兼社長及び担当役員から「検収書を受領しさえ

すれば売上計上が可能である」と指導されていたことから特段の疑問を抱くことなく取引先から検

収書を受領し売上を計上しておりました。 

前会計監査人である清新監査法人から検収書を受領しただけでは売上計上してはいけないと

指摘を受け、討議はしたものの、結果としては、当社はその会計処理の適正性について、会計知

識が欠如しており、それを受入れる必要がないものと考えておりました。 

 

(2) 社内規程の未整備 

当社は会計処理に関する社内規程として｢経理規程｣及び｢販売会計取扱規程｣を制定しており

ます。｢経理規程｣は、昭和 44 年に制定以来数回の改訂を行っております。直近は平成 19 年 10

月に決算期日の変更（それまでは７月 31 日であったものを３月 31 日に変更）及び四半期決算等の

追加並びに売上計上基準を変更（それまでは、商品金額の区分がなかったものを 300 万円以上の

金額について全て納入検収基準に変更）しております。しかしながら｢経理規程｣においては検収

及び売上計上基準について詳細な記載を行っておらず、わずかに｢経理規程｣第 12 条(2)にて｢売

上の計上 納入検収基準とする。ただし、300 万円未満の売上は工場出荷基準とする｣として規定
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しているのみであります。 

また、「販売会計取扱規程」は昭和 50 年に｢経理規程」の下位規程として制定しており直近は平

成 19 年８月に売上計上基準及び売掛金回収期間の変更（それまでは期日を特に限定していなか

ったものを原則として回収予定日から１ヶ月以内に回収すると変更）を行っている。｢販売会計取扱

規程｣についても｢経理規程｣と同様に検収及び売上計上基準についての明確な規定はなく第４条

(3)において｢売上は、原則として 300 万円以上は検収、その他は出荷時点にて計上する。船荷証

券の交付を受ける取引については船積み日とする｣と規定しているのみであることから当社におい

ては、明文化された具体的な検収及び売上計上基準はありませんでした。なお、「経理規程」及び

「販売会計処理規程」の下位の規程については、特に策定しておりません。 

そのため平成 16 年３月期に売上計上基準が変更されたときにも社内では｢検収基準｣は｢検収

書を受領しさえすれば売上計上を行うことができる｣という安易な理解が浸透してしまったものと考

えております。 

当社では、社員の経験年数が総じて永く、社員はそれぞれの業務に精通していたことから社内

規程は実質的に形骸化しており社内規程と会計処理実務が仮に、乖離したときにも社内規程の改

廃が適時に行われてはいませんでした。 

 

(3) 内部監査の未実施及び形式的な監査役監査 

当社は、社員数が少数であることから小規模な経営管理組織を構築しており内部監査を行う専

門の部署または人員を配置してはおりませんでした。 

これまで当社は、代表取締役会長兼社長が監査役及び会計監査人と連携を密にとっていたこと

から業務監査及び会計監査は適正に行っているものと考えており、取締役会の総意として別途に

内部監査を行う必要性を認識していなかったことから、内部監査を行っておりませんでした。 

また、会計に精通している監査役がいなかったこともあり、監査役監査が形式的になっていたこ

とから、十分な監査が行われておりませんでした。 

 

３．改善報告書に記載の改善措置の実施状況及び運用状況 

上記の経緯・原因分析をふまえ、上場企業として適切な企業運営を行うため、以下の改善措置を講じた

改善処置実施状況を、以下のとおり「実施済」と『未実施』に分類して、改善状況報告書に記載いたしまし

た。なお、分類にあたり、改善策を平成 22 年６月までに行った場合には、「実施済」と定義しております。 

 

(1) コンプライアンス及び会計知識等に関する教育の実施 

当社は 2.2(1)に記載のとおり、本件不適切な会計処理の原因は直接的には当社の取締役、監査役を

始め従業員に至るまで会計基準に対する意識の低さといえますが、その背景には法令、諸規則や規程

等に対する意識の低さ（コンプライアンス意識の低さ）があったことにより、売上の早期計上が可能である

と安易に考え、本件不適切な会計処理が発生したものと考えております。当社といたしましては、今回発

生した不適切な会計処理のみならず、全社的な不正行為を永続的に発生させないために全社的な会計

知識及びコンプライアンスに関する教育等を実施いたしました。 

 

①  代表取締役を含む役員（取締役、監査役）を対象とした経営陣のコンプライアンス及び会計等の

知識に関する教育及び意識改革として、当社顧問弁護士または内部統制システムに係る顧問公認
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会計士を講師とした研修を平成 21 年４月から平成 22 年３月まで合計 10 回行いましたので、「実施

済」であります。 

 

②  平成21年９月１日、８日、25日と３回に亘って社外で開催されたコンプライアンス及び会計等に関

するセミナーに代表取締役及び情報開示担当役員並びに業務関連担当者が参加して、知識の習

得を図ることができました。 

また、参加者がセミナー内容について、関連部署の従業員に対して法令及び規則と会計等に関

する広汎な知識と実践的な方策を身につけさせるため、セミナー資料を社内関係部署へ配布し、

配布先部署に出掛けてセミナー資料に基づき、配布先の所属員に対して説明会を行いましたので、

「実施済」であります。 

 

③  職位レベルに応じた全従業員（嘱託及び非正規従業員を含む）に対する研修は、顧問弁護士ま

たは内部統制システムに係る顧問公認会計士を講師として、平成 21 年６月から平成 22 年３月まで

合計８回、研修を繰り返して行うことでコンプライアンス及び会計等の知識に関する教育と意識の浸

透を行いましたので、「実施済」であります。 

 

(2) コンプライアンス委員会の設立 

内部統制システムの強化と徹底を図るべく、新たにコンプライアンス委員会を設立し、委員会の目的、

参加メンバー及び運用方法等の必要な条項の全てについて定めた「コンプライアンス委員会規程」を平

成 21 年８月 10 日に策定いたしました。このコンプライアンス委員会の設立と規程の策定に伴い、平成

21 年 10 月８日に第一回のコンプライアンス委員会を開催し、委員会の設立目的と主旨、運用について

理解と協力を求めました。 

委員会の目的である「会社は法令を遵守する公正で誠実な経営を実践すること」を遂行するため、役

員及び従業員へのコンプライアンス知識の習得を目的に教育等の継続実施を行い、意識の向上を図っ

ています。また、委員会開催自体も目的の一つでもある内部通報が一件もなかったことなどから開催さ

れませんでしたが、委員会メンバーの選任見直しを行い平成 22 年７月９日の臨時取締役会にて決議、

選任いたしました。 

委員会の目的を達成するため第二回のコンプライアンス委員会を平成22年７月中に開催予定してお

り、それ以後についても半期または四半期に一度の開催を計画しています。委員会の目的と任務を遂

行するため、役員及び従業員に対するコンプライアンス意識、企業倫理意識の普及と啓発及び教育等

について期中における計画を検討しており、設立したコンプライアンス委員会が有効に機能していること

から、「実施済」と判断いたします。 

 

(3) コンプライアンスに関する諸規程の策定及び見直し 

①  当社は、2.2 に記載のとおり当社のコンプライアンスに対する意識が甘い企業風土を改めるため

に「倫理規程」を平成 21 年８月 10 日に策定いたしましたので、「実施済」であります。 

 

②  監査役会における｢業務監査規程｣に関しては、「監査役監査基準」として平成 21 年８月 10 日に

策定いたしましたので、「実施済」であります。 

従来の「業務監査規程」については業務監査に係る手続き基準が明確にされておらず、監査役
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会及び監査役が行う業務監査が有効に機能しておりませんでした。そのため、「監査役監査基準」

と改称したうえで、詳細な業務監査及び監査手続きについて見直しを行い、各部の業務について

コンプライアンス（経営方針、法令、会社の規則や規程）の徹底が図られているか確認する監査基

準を設けることで、業務監査の実効性を上げるとともに社内のコンプライアンスの徹底を図っていく

ことといたしました。 

 

③  就業規則の懲戒規程については、これまでに特に詳細について定めがなく整備されていない状

況であったので、新たに平成 21 年８月 24 日に改正いたしましたので、「実施済」であります。 

これにより不適切な会計処理が発生した場合の懲戒規程が厳格に定められ、不適切な会計処

理の再発抑制効果を高め、不正行為全般について発生時の対処方法を確立しておくことで不正

行為の拡大を早期に抑えることが可能になりました。 

 

(4) 売上計上基準の明確化と運用の厳格化 

今回の不適切な会計処理の再発防止のため、当社は以下のとおり売上計上基準の明確化を行うとと

もに運用の厳格化を図りました。 

 

① 検収条件の明確化と明文化 

販売契約段階において取引先と契約内容について相互の十分な協議が行われないまま契約を

締結してしまうと、当社と取引先の商品の納品及び代金支払条件についての合意がないまま商品

の製作が進行され、完成することになります。当社ではこれまで商品の完成間近または完成後の検

収チェックの段階になって当社と取引先の認識の違いが判明し、その違いが両社の論争の原因と

なり、当社の売上の訂正や利益喪失を招くことの要因となることがありました。 

そこで、契約書締結の了解を得た取引先と取り交わす契約書中に取引先との合意に基づく検収

条件を明確化して記載することにし、その検収条件が全て満たされた段階で検収とするよう契約書

による検収条件を明文化することにしました。また、契約書締結後、社員が検収確認書を用いて明

確化及び明文化された検収条件に沿って商品をチェックし検収条件を満たしていることを

社員が確認することにしました。 

しかし、当社の商品が超大型、特殊なものから単体部品あるいは他社製機械の修理、改造等多

種多様に亘ることから、明確な検収条件を契約書中に文字化、数値化した契約書を全取引先につ

いて取り交わすことはできませんでした。 

また、このことにより、検収確認書においても、契約書締結後に作成することが困難となり、取引先

との交渉の結果、文字や数値を用いて明文化することにしておりましたが、商品によっては取引先

の一方的な判断によって検収されるものなどがあり、全ての商品について文字化、数値化を行う事

はできませんでした。 

結果として、契約書に検収条件を明確化し明文化すること及び検収確認書を契約書締結時に作

成することができていなかったため、実施が不十分であり『未実施』と判断いたします。 

 

② 検収書受領時の相互牽制機能の強化 

過去、検収書の発行及び受領に際し、検収書の発行者と受領者が同一人物である場合、検収

書については所属長の承認を得ずに受領している場合及び取引先の担当者のみが捺印している
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場合があり、検収書の受領に対する相互牽制が正常に機能していない状況でありました。 

そのような状況を再発させないため、検収書受領に係る業務マニュアル及び業務フローを作成し、

検収書の発行者と受領者が同一人物とならない体制及び受領時の相互牽制が正常に機能するこ

とにより、一担当者による検収書の受領ができない組織体制を築きました。これまでは、検収書の発

行者と受領者が同一部署であり、どの担当者が検収書を発行し、どの担当者が受領するかについ

て明確にされていない状況であったことから、上記のシステムを築いたうえで、発行及び受領の段

階で担当部署責任者の承認を得ない限り検収書について発行もしくは受領ができない業務フロー

を平成 21 年６月３日に構築したことにより、相互牽制機能を強化し取引等の不正行為が一担当者

により行われることがなくなりましたので、「実施済」であります。 

 

③ 経理規程等の整備を行い売上計上基準について明文化 

経理規程及び販売会計取扱規程において、詳細な売上計上基準及び納入検収基準が明文化

されておらず、社内規則・規程に定めがなかったため、検収基準について当社の都合のいいように

解釈し検収書を受領しさえすればよいと考えたことが、今回の本件不適切な会計処理発生の原因と

なっておりました。 

したがって当社は、経理規程及び販売会計取扱規程の整備と見直しを行い、売上計上基準及

び納入検収基準を明記し条件を定め、平成 21 年８月 24 日に策定いたしました。また、社内規則等

の遵守をより一層強化する意味で経理規程違反の場合の罰則について、就業規則の懲戒規程に

も明確に定めたことにより、再発抑止を図ることといたしました。 

しかし、下記の項目『(7)⑤売上計上時期の管理』に係る売上計上手続きにおいて、経理規程及

び販売会計取扱規程の売上計上基準及び納入検収基準の条件に『売上計上日』に関する記述が

漏れていたため、経理担当者は検収書と検収確認書を照合することなく、営業担当から回付される

売上伝票に記載してある売上日を機械的に処理していました。 

結果として、経理規程及び販売会計取扱規程の整備を行い売上計上基準及び納入検収基準に

ついて明文化はしたものの、『売上計上日』に関する詳細な記述が漏れ、売上計上時期の管理と確

認ができていなかったため、実施が不十分であり『未実施』と判断いたします。 

 

(5) 内部監査人の選任と内部監査業務の実施 

当社は企業規模が比較的小さく、内部監査室の設置について必要性を感じていなかったことから、こ

れまで内部監査を行わず内部統制を含めた社内での不正を防止するような内部管理体制の構築が図

られていない状況であること及び内部監査業務を行う責任者が社内にいない状況であり、内部監査業

務を行っておりませんでした。 

したがって、当社は社内に会計等に精通した内部監査人としての適任者がいないこともあり、当初、

平成 21 年 2 月 1 日付で、会計及び内部監査に関して専門的知識、経験、指導力を有する間嶋順一税

理士を当社の内部監査人として選任し、当社の会計処理及び経理関係の規程整備内容並びに進捗状

況を重点的に内部監査の監査業務の範囲として行っていただきました。選任された内部監査人は、当

社の事業活動の全てに亘り、各担当者に資料等の提出を求めて進捗度の把握と適否について指摘を

行っていただきました。 

その後、内部統制をさらに徹底させるべく内部監査室の設置と新たな内部監査人の選任にあたり、内

部統制の関係法令と実務に熟達した人選をすることを重視し、平成 21 年８月 24 日開催の取締役会に
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おいて、内部監査業務及び内部統制システム構築及び運用に関する業務の委託先として、「プロリード

コンサルティング」（支援者として、２名の公認会計士を有する。）を選任し、当社社員一名が兼任で内部

監査業務を補佐していました。選任された内部監査人は、内部統制に関わる内部監査の調査を主とし

て、全社的内部統制の整備と運用状況評価、決算・財務報告に係る内部統制の整備と運用状況評価、

本決算期末棚卸立会、重要な業務プロセス(販売・購買)に関するウォークスルー、重要な業務プロセス

(販売・購買)に関する運用評価等を実施していただきました。 

さらに、取締役の業務執行をはじめとする当社全体の業務執行状況やコンプライアンスの遵守状況

等についてもモニタリングし、必要に応じ経営者に報告のうえ、経営者が担当者に指摘を行い改めさせ

ることで、不正行為及びコンプライアンスの徹底を図ることが適うよう、「内部監査業務マニュアル」を平

成 21 年 10 月 23 日に策定し、その後、平成 21 年 11 月 16 日に「内部監査規程」を策定いたしました。 

これにより、今後、不適切な会計処理等が発生しないよう、内部監査人による牽制機能の基盤と強化

でき、また、平成 22 年３月 29 日から、他社で内部統制業務に関する経験者１名を採用し、内部監査室

長として選任したことから、社内業務に関する監査及び内部統制に関する監査を社員専任で内部監査

業務が行える体制が整ったことにより、「実施済」であります。 

 

(6) 監査役会の経営監視機能の強化 

監査役会を構成するメンバーについては、日常業務についてのアドバイス及び業務の把握に努めて

いたものの、会計に対する知識不足及び内部統制に関する十分な知識を有していないことから、今回

の不適切な会計処理について認識することができず発見できませんでした。このことにより、監査役監

査に十分な知識を有し、会計監査業務に精通している公認会計士である山田美代子氏を平成 21 年６

月 26 日開催された定時株主総会にて選任し、会計に関する知識及び内部統制に関する知識を監査

役の立場から助言等行っていただき、経営監視機能の強化に努めていただきました。しかし、諸事情に

より、平成 22 年６月 29 日開催された定時株主総会をもっての辞任に伴い、監査役会を構成するメンバ

ーに会計に対する知識不足及び内部統制に関する十分な知識を有する者が不在となりましたが、山田

美代子氏より、アドバイス的業務を行うための公認会計士事務所の紹介を受け、業務契約を検討してい

る最中であり、平成 22 年７月の取締役会にて契約締結の審議を予定しています。 

また、監査役会規程の見直しを行い、監査役会の監査基準を明確にした上で経営監視機能の強化

を図りました。なお、監査役会規程等の見直しについては、平成 21 年平成 21 年 8 月 24 日の監査役会

にて策定いたしました。 

さらに、監査役会では、社内の管理体制について四半期に一度、執行状況についてチェックを行い、

適切な意見をまとめて適宣、関係者に伝達することを計画しておりましたが、従来の監査役会とは違っ

て、社内の経営監視機能強化のため、毎月の監査役会議で社内管理体制の監視を報告事項で記載し

て関係者に伝達する方式に変更して実施いたしました。伝達の仕組みは、平成21年８月24日に策定し

た監査役監査基準に定めてあります。なお、業務フローに関しては、伝達の仕組みに包含されることか

ら策定を見送りましたが、改善策は「実施済」と判断いたします。 

 

(7) その他、内部管理体制の構築 

① 購買規程の明文化 

購買業務フロー及び購買記述書を明確化し購買業務の統一化を図り、会計上の内部統制シス

テムの構築も行いました。また、購買規程の策定も平成 21 年８月 24 日に行っておりますので、「実
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施済」であります。 

 

② 追加工事ゼロを目指して検収を行うための工程及び生産管理 

これまで、検収書を受領したものの、その後、追加工事を求められる場合があり、それが要因と

なって今回の不適切な会計処理が発生しております。したがって、追加工事が発生しないよう、商

品の出荷に先立ち検収前の業務手順として、当該時点で取引先と認識の相違点がないか、また、

商品の修正点はないかなどについて取引先と打合せを行い、相違点がある場合には修正したうえ

で出荷し納入後最終検収を行うことにより、売上計上が円滑に行われるように平成 21 年４月１日か

ら行っています。 

また、事前検収の手順に関する工程と生産管理についての業務フローは、平成 21 年６月３日に

策定しておりますので、「実施済」であります。 

 

③ 取締役会における相互牽制及び経営管理機能の強化 

本件不適切な会計処理の一因として、代表取締役及び専務取締役による売上早期計上を示唆

する発言を行った際、取締役会において、相互牽制が機能していないことがありました。当社として

は現状の取締役がすべて社内取締役であり、社内での地位を越えた取締役として相互の監視、監

督機能が働く状況にするため、平成21年６月26日に開催された定時株主総会には人選が間に合

わなかったため、平成 22 年６月 29 日に開催された定時株主総会にて、社外取締役として弁護士

であります、小沢剛司氏を選任いたしましたので、「実施済」と判断いたします。 

社外から取締役を招聘することにより、代表取締役に権力が集中することを回避することが可能

になりました。 

 

④ 内部通報制度 

当社は、今回のような不適切な会計処理の再発を防止するため、内部通報制度を設け内部通報

された情報は、通報窓口であるコンプライアンス委員会及び監査役会並びに顧問弁護士に伝えら

れ、その情報についてコンプライアンス委員会で事実関係の調査を行い、必要に応じて顧問弁護

士と協議いたしますので、取締役、監査役、全従業員の目や耳により不適正な業務や処理を監視

することが可能になり、予防効果と早期発見による早期の修正を行えるようにいたしました。 

内部通報規程は平成 21 年８月 24 日に制定し、平成 21 年９月以降それを適正に運用することに

いたしましたので、「実施済」であります。 

 

⑤ 売上計上時期の管理 

当社は決算集計作業の全過程（売上、仕入、経費、各種引当金、税金その他）において、経理

課の一担当者だけでなく他の１名以上の調査と承認を受け、その後、経理担当管理者の承認を得

て決算集計作業を履行することにし、さらにその履行状況や方法についても管理することにいたし

ました。 

当該履行状況の確認に関する業務マニュアル及び業務フローについては、平成 21 年 3 月末日

までに策定する予定でありましたが、「決算実施要項」の改定にあたり本決算、及び四半期決算に

おける決算手続きの中に包含いたしました。また、今回発生した不適切な会計処理を発生させな

いために売上計上時期を把握するチェックシート作成しており、複数の担当者が確認のうえ営業
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担当管理者が最終的な承認を行い、売上計上時期を確定することで、担当者の恣意的判断によ

る売上計上をなくすことにいたしました。 

しかし、上記の項目(4)③に係る売上計上手続きにおいて、経理規程及び販売会計取扱規程の

売上計上基準及び納入検収基準の条件に『売上計上日』に関する記述が漏れていたこと、また、

上記の項目(4)①に係る検収確認書作成手続きにおいて、契約書締結時に作成できず商品検収

の実施後に作成されたり、納入検収基準である「検収書及び検収確認書受領後」が徹底されず、

結果的に検収書と検収確認書が揃った日になったり、検収確認書の発行日になったりしていまし

た。経理担当者も検収書と検収確認書を照合することなく、営業担当から回付される売上伝票に

記載してある売上日を機械的に処理していました。 

結果として、経理規程及び販売会計取扱規程の『売上計上日』に関する詳細な記述が漏れ、売

上伝票に記載する売上日が統一徹底されず、売上計上時期の管理と確認ができていなかったため、

実施が不十分であり『未実施』と判断いたします。 

 

⑥ 関与者の処分 

当社は、再発防止策の確立とともに、このたびの不適正な会計処理の関与者を厳格に処分する

ことにいたしました。 

さらに、不適切な会計処理を監視、監督すべきであった者の責任の所在についても明確にし、

処分いたしましたが、その基本的な考え方は以下のとおりです。 

代表取締役会長兼社長は主導者として、専務取締役は主導者の意向を諌めることができなかった

責任者として役員報酬の 30％カットを平成 20 年 12 月から平成 21 年３月までの４ヶ月間行いまし

た。営業担当取締役以下、他の取締役、執行役員はその関与度、または監視責任等に応じて

20％から５％の報酬カットを同じく平成 21 年３月まで行いました。 

担当本部長、担当部長については、代表取締役会長兼社長を始め取締役の意向に逆らうこと

ができない社風、環境下であったことなどを考慮して、就業規則に定められた懲戒規定に基づき、

注意喚起いたしましたので、「実施済」であります。 

 

４．改善報告書記載の改善措置項目の未実施理由 

(1) 項目:『(4)①検収条件の明確化と明文化』が未実施であった理由 

改善策の実施状況及び実施内容が不十分な理由 

・  検収条件の明確化と明文化について、取引先との合意に基づく検収条件を明確化し契約書中の

商品の検収条件を文字や数値にて明文化して改善策の実施を目指していました。 

ところが、当社の商品が超大型、特殊なものから単体部品あるいは他社製機械の修理、改造等、

多種多様に亘ることから、全ての契約書における検収条件の明確化と明文化の実施ができていませ

んでした。また、このことに関係して、取引先との合意に基づく検収条件が全て満たされた段階で検

収する旨の理解と周知徹底していなかったこと、契約書締結担当者によっては契約書中に記載する

検収条件が記載済み、簡易記載、未記載等となっていた契約書があり、改善策の実施状況及び実

施内容が不十分であったため、結果として実施ができませんでした。 

・  検収条件の明確化と明文化に伴う検収確認書の契約書締結後作成について、取引先との合意

に基づく検収条件を明確化と明文化に伴い、契約書締結後に検収確認書を作成する改善策の実

施を目指していました。 
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ところが、取引先との折衝の中で検収条件自体を決定しておらず、検収確認のための条件設定に

時間を要したことなどから、事前に検収条件の明確化と明文化の実施ができなかった事例もあった

ため検収確認書の作成が遅れました。また、検収確認書自体の使用目的や効果が全社員に周知徹

底していなかったことも起因していたため、改善策の実施状況及び実施内容が不十分であり、結果

として実施ができませんでした。 

 

(2) 項目:『(4)③経理規程等の整備を行い売上計上基準について明文化』と『(7)⑤売上計上時期の管理』 

※上記二つの未実施項目は、未実施理由が重複するため一つにまとめてあります。 

改善策の実施状況及び実施内容が不十分な理由 

・  売上計上基準の明文化と売上計上時期の管理について、経理規程の売上計上基準及び販売

会計取扱規程の納入検収基準を明確化にし、売上計上時期を把握するチェックシートを作成活用

して、複数の担当者、上位責任者承認による売上計上時期の管理と売上計上日を確定させる改善

策の実施を目指していました。 

ところが、売上計上日に関して、当社の月次決算及び会計システムの運用において、月中の売上

計上の観念から、当初の改善策で講じた経理規程の記述に漏れがありました。営業部において納

入検収基準である「検収書及び検収確認書受領後」の認識も周知されておらず、経理部においても

売上計上日付について検収月と認識していたこと、営業部から回付される売上伝票に記載してある

売上計上日のみの確認で売上計上していたため、経理規程の記述漏れを運用面にてカバーができ

ず複数の不備が重なり、改善策の実施状況及び実施内容が不十分であり、結果として実施ができま

せんでした。 

 

５．改善措置未実施項目の実施に向けての改善策及び効果 

(1) 項目:『(4)①検収条件の明確化と明文化』 

・  機械納入後、現地試運転において、支障なく成形できることを当社員と取引先の双方で確認した

時点を検収日とすることを原則とします。平成 22 年７月該当案件より、次のことを改善して実施してま

いります。 

今までの「検収確認書」を平成 22 年６月に改訂し「検収条件確認書」に改め、契約書（または注文

書）取交後、客先と交渉して早期に発行することにするが、遅くとも検収日までに発行することに変更

して実施いたします。 

記載されている検収条件と該当商品の外観、形状、性能等を厳正に対比して、検収条件をクリア

しているかどうかを判定することを実施いたします。 

取引先と契約書または注文書を取得後、「検収条件確認書」に記載する条件について、100％文

字化、数値化を推進することは不可能でありますが、目標としては文字化、数値化の比率を高めるこ

とに変更して実施いたします。 

取引先提出仕様書にも「機械納入後、現地試運転において、支障なく成形できることを確認した

時点で検収とする。」文面を記入することに変更して実施いたします。 

・  以上、四つの改善策を実施することにより、検収確認担当者に検収とは検収条件の確定であると

いう意識の徹底が図れ、取引先との無用な争いが無くなり、適正な売上計上ができるようになること

から、売上の透明性と併せて利益の確実性も高まり、効果が発揮できるものと考えます。 
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(2) 項目:『(4)③経理規程等の整備を行い売上計上基準について明文化』と『(7)⑤売上計上時期の管理』 

※上記二つの未実施項目は、未実施理由が重複するため一つにまとめてあります。 

・  売上計上基準及び売上計上時期について、売上計上日を明確に明文化するため、経理規程の

売上計上基準の条項に次の条文を追加し定め、平成 22 年７月の取締役会にて改定の承認を得て

運用を開始いたします。 

 

該当条文：売上計上日は、検収書及び検収条件確認書に記載されている検収日とする。 

 

運用面においても、平成 22 年７月該当案件より、営業部担当者より売上伝票に検収書と検収条

件確認書を新たに添付し経理部へ提出させ、経理部担当者は売上計上業務に際し検収書と検収

条件確認書に記載されている検収日を必ずチェックしたのち、売上伝票に基づき検収日を売上計

上日として会計処理することに変更し実施いたします。 

また、検収日の設定に関して、取引に関する客先との特殊事情から特別の条件が付加される時に

は、検収書及び検収条件確認書にその旨を明記することに変更し実施いたします。 

・  以上、三つの改善策を実施することにより、全ての取引に関して売上計上日の客観性を保つこと

ができ、売上計上日設定に関して個人が介在する恣意性を排除でき、効果が発揮できるものと考え

ます。 

 

上記(1)と(2)の項目の改善措置については、該当者には先行して周知し実施させ、追って全社員に向け

て書面にて周知するとともに階層別の説明会を平成 22 年８月と 11 月に行い、全社員への周知を徹底させ

ることにいたします。 

 

６．おわりに 

当初、各改善措置の実施状況については、平成 21 年９月 24 日付、及び平成 22 年３月 16 日付提出し

た改善状況報告書に記載のとおり、後任役員人事、及び新たな経営方針の再構築を完了したのが、当初

の計画よりも遅れてしまったことから、改善措置の実施に時間的な遅れが発生していましたが、この遅れを

取り返すべく代表取締役社長をはじめとする役員と社員は、日常業務より優先させて改善措置項目の完全

実施に向けて、取り組んでまいりました。 

しかし、改善措置の完全実施を急ぐあまり、各改善措置項目の細部や運用面において実施が不十分で

あったことなどが、実施状況を詳しく精査したことにより判明いたしました。常日頃より実施状況を精査して

いれば早期に発見することが可能であったし、不十分な部分についての改善策についても実施に向けて

対応できたものと反省しております。 

今回、改善状況報告書の徴求を受け、『未実施』であった改善措置については、改善策の完全実施によ

る改善効果を発揮するために取り組み、他の改善措置の継続実施とともに十分な実効性を伴って実施して

まいります。 

整備された内部統制システムの構築及び運用並びに各改善措置の完全実施により、コーポレートガバ

ナンスの質を高め、過去において行った不適切な会計処理等が再発しないコンプライアンス重視の企業体

質を構築し、投資家をはじめとするステークホルダーの皆様からの信頼を回復できるよう、不断の努力をし

てまいります。 

以上 
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＜検収項目＞ 

　おける、検収条件であることを確認しました。

請求予定日 平成　　　年　　　月　　　日 入金予定日 平成　　　年　　　月　　　日

　契約書又は仕様書の内容と照合して、機械納入・据付後及び改造後の現地試運転に

　　　　※　特別に追加する検収条件があれば下記に記載の事。

検収テスト実施日     平成　　　　年　　　　月　　　日

検収日 平成　　　年　　　月　　　日 検収客先担当者

据付・試運転完了期間 平成　　　年　　　月　　　日 作業担当者

出荷日     平成　　　　年　　　　月　　　日

納入日 平成　　　年　　　月　　　日 納入業者

契約先／納入先

機種／Ｆ番

契約金額

平成　　　年　　　月　　　日

検　収　条　件　確　認　書
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